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(57)【要約】
【課題】運転者による視覚誤差の低減動作を検出するこ
とにより、簡易な構成で運転者の集中度合を高精度に判
定することができる運転者状態判定方法及びその判定装
置を提供する。
【解決手段】運転者による運転動作に基づいて運転状態
を判定する運転者状態判定装置１において、運転者の顔
面を撮像可能な車内ＣＣＤ５と、運転者の顔向き方向Ｆ
を検出する顔向き方向検出部７ａと、運転者の視線方向
Ｄを検出する視線方向検出部７ｂと、車両Ｖに横加速度
が作用し且つ視線方向検出部７ｂによって検出された視
線方向Ｄの顔向き方向Ｆに対するずれ量Ｇが減少したと
き、運転者の集中度合Ｃが増加したと判定する集中度合
判定部７ｄとを備えた。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者による運転動作に基づいて運転者状態を判定する運転者状態判定方法において、
　前記運転者の顔向き方向を検出する第１ステップと、
　前記運転者の視線方向を検出する第２ステップと、
　前記検出された視線方向の前記顔向き方向に対するずれ量が減少したとき、運転者の集
中度合が増加したと判定する第３ステップと、
　を備えたことを特徴とする運転者状態判定方法。
【請求項２】
　運転者による運転動作に基づいて運転状態を判定する運転者状態判定装置において、
　前記運転者の顔向き方向を検出する顔向き方向検出手段と、
　前記運転者の視線方向を検出する視線方向検出手段と、
　前記視線方向検出手段によって検出された視線方向の前記顔向き方向に対するずれ量が
減少したとき、運転者の集中度合が増加したと判定する判定手段とを備えたことを特徴と
する運転者状態判定装置。
【請求項３】
　前記顔向き方向検出手段及び視線方向検出手段が前記運転者の顔面を撮像可能な撮像手
段を備えることを特徴とする請求項２に記載の運転者状態判定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運転者による運転動作に基づいて運転者状態を判定する運転者状態判定方法
及びその判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の走行状態（挙動）の検出情報に基づき、車両の安全性の低下を運転者
に報知する運転支援装置が知られている。例えば、車両走行時に左右の走行車線をカメラ
で捉えることにより自車両の位置を認識し、車線逸脱の可能性があると判断した場合に車
線逸脱警報を発して運転者に注意を促すものである。
　このような車線逸脱警報装置では、カーブ区間を走行するときにセンターライン或いは
路側ラインの端領域を運転者が意識的に走行する場合にも車線逸脱警報が作動してしまい
乗員が違和感や煩わしさを感じることがある。
　そこで、運転者の心身状態を判定し、不必要な警報の作動を制限する技術が提案されて
いる。
【０００３】
　特許文献１の運転者状態判定装置は、運転者の緊張感を反映する運転者の頭部揺動量に
関する頭部振動伝達率及び運転者の活性度を反映する運転者の操作特性に関する低周波数
操舵角速度比を検出する心身情報検出手段と、運転環境情報を検出する運転環境情報手段
と、心身状態判定を運転者に適合させるための個人情報を定める個人適合化手段と、運転
環境情報と個人情報に基づいて第１～第４判定閾値を決定する判定閾値決定手段とを備え
、頭部振動伝達率と低周波数操舵角速度比と第１～第４判定閾値とによって運転者の心身
状態が緊張低下状態、リラックス状態、最適緊張状態、過度な緊張状態及び疲労状態のう
ちの何れの状態であるかを判定する心身状態判定手段を設けている。
　これにより、運転者個人に適合した心身状態を判定することができ、運転能力の低下状
況に応じた運転支援を実施することができる。
【０００４】
　通常、運転者の車両進行方向への注意力や操作機器への注意力等、所謂運転者の運転操
作に対する集中度合は、運転者の顔面が向いている顔向き方向或いは運転者の視線方向を
パラメータとしてそのレベルが判定されている。
　運転者の顔の眼や鼻等の特徴点に基づいて検出された顔向き方向或いは運転者の瞳孔中
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心に基づいて検出された視線方向が、進行方向前方のカーブや障害物等の視覚対象物（以
下、視標という）に対して指向している場合、運転に対する集中度合が高いと判定してい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４５８１３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の運転者状態判定装置は、運転者の運転操作に対する集中度合を運転者の緊
張感をパラメータとして間接的に検出している。
　しかし、緊張感は運転者の感情の快度及び活性度の双方に関する要因が含まれているた
め、運転操作に対する集中度合を精度良く検出できない虞がある。
【０００７】
　顔向き方向検出手段により検出された運転者の顔向き方向によって集中度合を判定する
場合、運転者の顔向き方向と視標である車両の進行方向とが一致したとしても、運転者の
視線方向が顔向き方向とは異なる方向に指向している虞がある。
　また、視線方向検出手段により検出された運転者の視線方向によって集中度合を判定す
る場合、運転者の視線方向と視標である車両の進行方向とが一致したとしても、運転者が
注意力をもって意識的に進行方向を注視しているのではなく、漫然と視線が前方に指向し
ている虞もある。
【０００８】
　本発明の目的は、運転操作に対する運転者の集中度合を高精度に判定することができる
運転者状態判定方法及びその判定装置等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明は、運転者による運転動作に基づいて運転者状態を判定する運転者状態
判定方法において、前記運転者の顔向き方向を検出する第１ステップと、前記運転者の視
線方向を検出する第２ステップと、前記検出された視線方向の前記顔向き方向に対するず
れ量が減少したとき、運転者の集中度合が増加したと判定する第３ステップと、を備えた
ことを特徴としている。
【００１０】
　この運転者状態判定方法では、運転者の顔向き方向を検出する第１ステップと、運転者
の視線方向を検出する第２ステップを有するため、運転者の集中度合に関連した視覚誤差
の低減動作を検出することができる。
　第３ステップで検出された視線方向の前記顔向き方向に対するずれ量が減少したとき、
運転者の集中度合が増加したと判定する第３ステップを有するため、運転操作に対する運
転者の集中度合を視覚誤差の低減動作をパラメータとして高精度に判定することができる
。
【００１１】
　請求項２の発明は、運転者による運転動作に基づいて運転状態を判定する運転者状態判
定装置において、前記運転者の顔向き方向を検出する顔向き方向検出手段と、前記運転者
の視線方向を検出する視線方向検出手段と、前記視線方向検出手段によって検出された視
線方向の前記顔向き方向に対するずれ量が減少したとき、運転者の集中度合が増加したと
判定する判定手段とを備えたことを特徴としている。
【００１２】
　この運転者状態判定装置では、運転者の顔向き方向を検出する顔向き方向検出手段と、
運転者の視線方向を検出する視線方向検出手段を有するため、運転者の集中度合に関連し
た視覚誤差の低減動作を検出することができる。
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　視線方向検出手段によって検出された視線方向の前記顔向き方向に対するずれ量が減少
したとき、運転者の集中度合が増加したと判定する判定手段を備えたため、運転操作に対
する運転者の集中度合を視覚誤差の低減動作をパラメータとして高精度に判定することが
できる。
【００１３】
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、顔向き方向検出手段及び視線方向検出手
段が前記運転者の顔面を撮像可能な撮像手段を備えることを特徴としている。
　この構成によれば、単一の撮像手段で運転者による視覚誤差の低減動作を的確に検出す
ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の運転者状態判定方法及びその判定装置によれば、運転者による視覚誤差の低減
動作を検出することにより、簡易な構成で運転者の集中度合を高精度に判定することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１に係る運転者状態判定装置を備えた車両の外観図である。
【図２】運転者状態判定装置の機能ブロック図である。
【図３】車線逸脱警報処理のフローチャートである。
【図４】判定閾値設定処理のフローチャートである。
【図５】検証実験のタスクを示す表である。
【図６】検証実験における観察ポイントを示している。
【図７】運転者の顔向き方向及び視線方向の説明図であって、（ａ）は集中度の低い状態
を示し、（ｂ）は集中度の高い状態を示している。
【図８】運転者の頭部回動移動量に関する各走行タスクのグラフである。
【図９】左右両眼の視線方向の顔向き方向に対するずれ量の測定結果であって、（ａ）は
Ｔａｓｋ１のずれ量、（ｂ）はＴａｓｋ２のずれ量、（ｃ）はＴａｓｋ３のずれ量を示し
ている。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　以下の説明は、本発明を運転支援装置を備えた車両Ｖに適用したものを例示したもので
あり、本発明、その適用物、或いは、その用途を制限するものではない。
【実施例１】
【００１７】
　以下、本発明の実施例１について図１～図９に基づいて説明する。
　図１，図２に示すように、車両Ｖは、運転者の運転操作に対する集中度合Ｃを検出する
運転者状態判定装置１と、車室内のルーフ前端部又は左右のドアミラー（図示略）に配設
された車外ＣＣＤ（Charge Coupled Device）２と、運転支援装置としての車線逸脱警報
装置３と、警報装置４等を備えている。
　運転者状態判定装置１は、運転者による視覚誤差の低減動作をパラメータとして運転者
の運転操作に対する集中度合Ｃを検出する装備であり、車線逸脱警報装置３は、車両Ｖが
車線（走行レーン）から逸脱する可能性を運転者に対して警報し、危険回避や被害軽減す
ることにより運転者を含む乗員の安心感を高める装備である。
　以下、運転者の運転操作に対する意識的な集中度の程度（レベル）を、集中度合Ｃとす
る。
【００１８】
　まず、運転操作に対する集中度と運転者の行動特性との相関関係を明らかにするため、
運転者による検証実験を行った。
　この検証実験では、平均的な被験者Ｈ（運転者）の運転操作に対する集中状態を反映す
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る特徴量を捉える。そのため、被験者Ｈが右回りの周回路を走行する３種類の走行タスク
（Ｔａｓｋ１～Ｔａｓｋ３）を実施し、被験者Ｈの顔面が指向する方向（以下、顔向き方
向Ｆ１～Ｆ３という）、被験者Ｈの左右両視線が指向する方向（以下、視線方向Ｄ１～Ｄ
３という）、及び視線方向Ｄ１～Ｄ３の顔向き方向Ｆ１～Ｆ３に対する夫々のずれ量Ｇ１
～Ｇ３について測定する。
　尚、説明の便宜上、左右両視線方向Ｄ１～Ｄ３は、左右両視線が夫々同一方向に向かう
ものとして扱っている。
【００１９】
　図５の表に示すように、運転者要因（運転意欲）と環境要因（運転負荷）を夫々異なら
せることにより、Ｔａｓｋ１は運転意欲小・運転負荷小、Ｔａｓｋ２は運転意欲中・運転
負荷中、Ｔａｓｋ３は運転意欲大・運転負荷大になるように夫々設定し、内発的動機付け
及び負担感の増加によって被験者Ｈの集中度を人為的に調整した。
　具体的には、Ｔａｓｋ１「一般道を走っているつもりで運転してください」、Ｔａｓｋ
２「安全を確保してコースの制限速度（１２０ｋｍ／ｈ）に従い運転してください」、Ｔ
ａｓｋ３「楽しさを意識してコースの制限速度（１２０ｋｍ／ｈ）に従い運転してくださ
い」と教示している。
【００２０】
　図６，図７に示すように、被験者Ｈの頭部（顔面）に観察ポイントＰ１を複数設定し、
Ｔａｓｋ１～Ｔａｓｋ３の実行時の被験者Ｈの顔向き方向Ｆ１～Ｆ３を夫々検出している
。
　運転操作中の被験者Ｈの頭部を撮像し、その撮像画像中の複数の観察ポイントＰ１（図
６）に基づいて顔面の中央線を求め、鼻先端を通って顔面の中央線に対して直交する直線
方向を被験者Ｈの顔向き方向Ｆ１～Ｆ３に決定している（図７（ａ），（ｂ））。尚、左
右両眼と口を結ぶ三角形を底面として鼻先端を頂点とした三角錐を想定し、底面から垂直
に鼻先端を通る延長線方向によって顔向き方向Ｆ１～Ｆ３を判定しても良い。
【００２１】
　図６，図７に示すように、被験者Ｈの左右両眼に１対の観察ポイントＰ２を夫々設定し
、Ｔａｓｋ１～Ｔａｓｋ３の実行時の被験者Ｈの視線方向Ｄ１～Ｄ３を夫々検出している
。
　被験者Ｈの左右両眼球に近赤外線を照射すると共に角膜表面に映された輝点（プルキニ
エ像ともいう）を撮像することにより（図６）、プルキニエ像と瞳孔との位置関係によっ
て眼球の回転角度を算出し、この眼球の回転角度に基づいて被験者Ｈの視線方向Ｄ１～Ｄ
３を決定している（図７（ａ），（ｂ））。
　尚、顔向き方向Ｆ１～Ｆ３と視線方向Ｄ１～Ｄ３とを共通の撮像手段（ＣＣＤ）で検出
するため、視線方向Ｄ１～Ｄ３の検出手法として角膜反射法を採用したが、夫々異なる検
出手段で検出する場合、ＥＯＧ法、サーチコイル法、強膜反射法等適宜選択可能である。
【００２２】
　図８，図９（ａ）～図９（ｃ）のグラフに基づいて、検証実験結果を説明する。
　図８は、運転者が頭部を進行方向へ向けて回動させたときの頭部回動移動量Ｌ１～Ｌ３
であり、図９（ａ）～図９（ｃ）における左右夫々の集合は、左右両眼夫々における視線
方向Ｄ１～Ｄ３の顔向き方向Ｆ１～Ｆ３に対するずれ量Ｇ１～Ｇ３の測定結果である。
　図８に示すように、Ｔａｓｋ３（一点鎖線）のときの頭部回動移動量Ｌ３は、Ｔａｓｋ
２（破線）のときの移動量Ｌ２よりも全体的に大きく、Ｔａｓｋ２のときの頭部回動移動
量Ｌ２は、走行開始時付近を除いて、Ｔａｓｋ１（実線）のときの移動量Ｌ１よりも大き
くなっている。
　つまり、被験者Ｈは、運転操作に対する集中度が高い程、顔面が進行方向に向かう（コ
ーナ側に向く）ように頭部を大きく回動させていることが判明した。
【００２３】
　図９（ａ）に示すように、Ｔａｓｋ１では、顔向き方向Ｆ１に対する視線方向Ｄ１のず
れ量Ｇ１が大きく、左右両眼共にずれ量Ｇ１の測定値が広範囲に分布している。
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　図９（ｂ），図９（ｃ）に示すように、Ｔａｓｋ２，Ｔａｓｋ３では、顔向き方向Ｆ２
，３に対する視線方向Ｄ２，Ｄ３のずれ量Ｇ２，Ｇ３の分布が夫々小さく、左右両眼共に
ずれ量Ｇ２，Ｇ３の測定値はＴａｓｋ１の測定結果に比べて狭い範囲に集中している。
　これは、運転操作に対する集中度が高い程、脳内における情報処理を速くする必要があ
るため、視野のぶれを少なくするために行われる補償動作に起因するものと考えられる。
　即ち、被験者Ｈが車両の運転に集中しているとき、被験者Ｈは、視標（コーナ等の視覚
対象物）に対する相対視力を向上させるため、両眼による視線を視標に向けることにより
視標を網膜上の中心窩（中心視野）に捉え、視標を含む視空間を立体的に知覚するように
脳内情報処理を実行している。
【００２４】
　物体を認識するとき、網膜上の視標（網膜像）は、複数の脳内座標系（眼球中心座標系
、頭部中心座標系、身体部位中心座標系等）に対して三次元的に再現される。
　また、各脳内座標系における三次元的再現には、視標の奥行き、位置、構造、大きさ、
動き、傾き等の知覚情報が必要であり、視標に対する視覚誤差の低減が不可欠である。特
に、瞬間的な判断が求められる車両の運転状態においては、被験者Ｈ自身が高速で移動し
ているため、視覚誤差を最小限に抑える行動が必要とされる。
　ここで、視覚誤差は、実際の視標による動作と、随意性眼球運動の一種である追跡眼球
運動との差（眼球の追従遅れ）によって生じる。
　追跡眼球運動は、低速成分の滑動性眼球運動と、高速成分の衝動性眼球運動（サッケー
ド）との２つの眼球運動によって構成されている。そして、衝動性眼球運動は、実際の視
標による動作に滑動性眼球運動が追随できないとき、補償運動として発現するものの、実
際の視標による動作は滑動性眼球運動中にのみ知覚されることが知られている。
　つまり、被験者Ｈは、運転操作に集中しているとき、視覚誤差を低減する、換言すれば
、視標の知覚情報を取得することができない衝動性眼球運動を低減するために頭部を回動
させて、視標に対して顔面を指向させていると推測される。
　それ故、被験者Ｈの集中度合Ｃが低いＴａｓｋ１では、視線方向Ｄ１の顔向き方向Ｆ１
に対するずれ量Ｇ１の分布が大きくなり、被験者Ｈの集中度合Ｃが高いＴａｓｋ２，Ｔａ
ｓｋ３では、視線方向Ｄ２，Ｄ３の顔向き方向Ｆ２，Ｆ３に対する夫々のずれ量Ｇ２，Ｇ
３の分布が小さくなるものと考えられる。
【００２５】
　図１，図２に戻り、運転者状態判定装置１について説明する。
　尚、以下の説明は、運転者状態判定方法の説明を含むものである。
　図１，図２に示すように、運転者状態判定装置１は、運転者の顔向き検出手段及び視線
方向検出手段を兼用する車内ＣＣＤ（Charge Coupled Device）５と、車両Ｖに作用する
横加速度を検出する横加速度センサ６と、制御装置７等を備えている。
【００２６】
　車内ＣＣＤ５は、インスツルパネル（図示略）に配設され、運転者に対向した正面位置
に固定されている。この車内ＣＣＤ５は、運転者の顔面を含む頭部及び運転者の角膜表面
にできる輝点を撮像している。車内ＣＣＤ５の近傍位置には、運転者の左右両眼球に近赤
外線を照射する照射装置（図示略）が配設されている。
　横加速度センサ６は、車両Ｖによる左折、右折または旋回走行時において、車両Ｖに作
用する横加速度を検出するセンサである。
　これら車内ＣＣＤ５と横加速度センサ６は、各々の検出結果を制御装置７に出力してい
る。
【００２７】
　制御装置７は、車内ＣＣＤ５の撮像画像に基づいて運転者の顔向き方向Ｆ及び視線方向
Ｄを検出し、視線方向Ｄの顔向き方向Ｆに対するずれ量Ｇに基づき運転者の運転操作に対
する意識的な集中度合Ｃを判定している。この制御装置７は、プログラムを実行するＣＰ
Ｕ、プログラムを記憶したＲＯＭ、データやプログラムを一時的に記憶するＲＡＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ（electronically Erasable and Programmable Read Only Memory）、データを
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入出力する入出力インターフェイス等を備えている。
　図２に示すように、制御装置７は、顔向き方向検出部７ａと、視線方向検出部７ｂと、
比較部７ｃと、集中度合判定部７ｄ等を備えている。
【００２８】
　顔向き方向検出部７ａは、車両Ｖに横加速度が作用したとき、撮像された運転者の顔面
の画像信号に基づいて、運転者の顔面が指向している顔向き方向Ｆを演算している。
　視線方向検出部７ｂは、車両Ｖに横加速度が作用したとき、撮像された運転者の角膜表
面にできる輝点の画像信号に基づいて、運転者の視線が指向している視線方向Ｄを演算し
ている。この視線方向検出部７ｂは、車両側制御部（図示略）から車両Ｖの進行方向に関
する情報を入力し、視線方向Ｄの車両Ｖの進行方向に対する一致度を検出可能に構成され
ている。運転者の中心視野における有効な相対視力を考慮して、運転者の視線方向Ｄが車
両Ｖの進行方向に対して±２度の範囲内に向けられている場合、視線方向Ｄは車両Ｖの進
行方向に対して一致していると判定している。
　比較部７ｃは、車両Ｖに横加速度が作用したとき、演算された顔向き方向Ｆから視線方
向Ｄを差分した値の絶対値によって、視線方向Ｄの顔向き方向Ｆに対するずれ量Ｇを演算
している。
【００２９】
　集中度合判定部７ｄは、直進走行以外の運転操作時において、視線方向Ｄの顔向き方向
Ｆに対するずれ量Ｇが減少したとき、運転者の運転操作に対する集中度合Ｃが増加したと
判定し、視線方向Ｄの顔向き方向Ｆに対するずれ量Ｇが増加したとき、運転者の運転操作
に対する集中度合Ｃが低下したと判定するように構成されている。
　この集中度合判定部７ｄは、ずれ量Ｇが判定値ｋ以下で且つ視線方向Ｄが車両Ｖの進行
方向に一致している場合、運転者の運転操作に対する集中度合Ｃが高いと判定し、ずれ量
Ｇが判定値ｋ超で且つ視線方向Ｄが車両Ｖの進行方向に一致している場合、運転者の運転
操作に対する集中度合Ｃが中位と判定し、ずれ量Ｇが判定値ｋ超で且つ視線方向Ｄが車両
Ｖの進行方向に一致していない場合、運転者の運転操作に対する集中度合Ｃが低いと判定
している。
【００３０】
　次に、車線逸脱警報装置３について説明する。
　車線逸脱警報装置３は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、入出力インターフェ
イス等を備え、車両Ｖが車線から逸脱する可能性を判定可能に構成されている。
　図２に示すように、車線逸脱警報装置３は、走行車線認識部３ａと、逸脱判定部３ｂと
、判定閾値設定部３ｃ等を備えている。
【００３１】
　走行車線認識部３ａは、車外ＣＣＤ２が撮像した前方画像の輝度を水平方向に微分処理
することにより、走行車線上の白線の両端部に高周波成分となるエッジが発生することを
利用して走行車線の白線部分を推定し、この推定された白線部分について輝度及び路面と
のコントラストから定められる閾値や白線幅の閾値等に基づいて白線を抽出している。
　この走行車線認識部３ａは、抽出した白線情報と、この白線と車両Ｖ（車輪）との離隔
距離とを算出している。
【００３２】
　逸脱判定部３ｂは、走行車線認識部３ａによる算出結果に基づいて、白線と車両Ｖとの
接近度合が判定閾値Ｔを超えて接近したとき、車両Ｖが走行車線を逸脱する可能性がある
と判定し、警報装置４に対して作動指令を出力可能に構成されている。
　この逸脱判定部３ｂは、判定閾値Ｔが大きい場合、車両Ｖによる白線への接近が許容さ
れるため、白線と車両Ｖとの離隔距離が小さくなるまで逸脱可能性ありと判定されない。
　また、判定閾値Ｔが小さい場合、車両Ｖによる白線への接近が制限されるため、白線と
車両Ｖとの離隔距離がある程度大きな値であっても逸脱可能性ありと判定される。
　尚、走行開始時の判定閾値Ｔには、初期判定閾値Ｔ０がセットされるように予め設定さ
れている。
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【００３３】
　判定閾値設定部３ｃは、集中度合判定部等７ｄから入力された集中度合Ｃに基づいて逸
脱判定部３ｂの判定閾値Ｔを変更、設定可能に構成されている。
　この判定閾値設定部３ｃは、運転者の集中度合Ｃが高いときの判定閾値Ｔを集中度合Ｃ
が低いときの判定閾値Ｔよりも大きくしている。集中度合Ｃが高いときの運転者の認知性
（注意力レベル）は、集中度合Ｃが低いときの運転者の認知性よりも高いからである。
　判定閾値設定部３ｃは、集中度合Ｃが低いときの判定閾値Ｔを第１判定閾値Ｔ１、集中
度合Ｃが中位のときの判定閾値Ｔを第２判定閾値Ｔ２、集中度合Ｃが高いときの判定閾値
Ｔを第３判定閾値Ｔ３に設定する（Ｔ１＜Ｔ０＜Ｔ２＜Ｔ３）。
【００３４】
　警報装置４は、車両Ｖが走行車線を逸脱する可能性があると判定されたとき、逸脱判定
部３ｂから出力される作動指令に基づき運転者への注意喚起を行う。
　例えばスピーカ、ブザー、ディスプレイのうち少なくとも１つが警報装置４に相当して
いる。
【００３５】
　次に、図３，図４のフローチャートに基づき、車線逸脱警報装置３による車線逸脱警報
処理手順について説明する。
　尚、Ｓｉ（ｉ＝１，２，…）は、各処理のためのステップを示している。
　図３に示すように、まず、各種情報を読み込み（Ｓ１）、Ｓ２へ移行する。
　Ｓ２では、判定閾値Ｔを設定する判定閾値設定処理を行う。
　車両Ｖの走行開始時には、初期判定閾値Ｔ０が予めセットされている。
【００３６】
　Ｓ２で判定閾値Ｔを設定した後、Ｓ３に移行し、車両Ｖと白線との接近度合が判定閾値
Ｔを超えたか否か判定している。
　Ｓ３の判定の結果、接近度合が判定閾値Ｔを超えた場合、運転者に注意喚起させるため
にＳ４に移行して警報装置４を作動させた後、リターンする。
　Ｓ３の判定の結果、接近度合が判定閾値Ｔを超えていない場合、走行安全性が低下して
いないため、警報装置４を作動させることなくリターンする。
【００３７】
　次に、Ｓ２で行われる判定閾値設定処理について詳細に説明する。
　図４に示すように、まず、横加速度センサ６からの入力に基づき車両Ｖに横加速度が発
生しているか否かを判定する（Ｓ１１）。
　Ｓ１１の判定の結果、横加速度が発生している場合、運転者の操舵によって進行方向が
変更されたため、顔向き方向Ｆを演算する（Ｓ１２）と共に視線方向Ｄを演算し（Ｓ１３
）、Ｓ１４に移行する。Ｓ１１の判定の結果、横加速度が発生していない場合、運転者の
操舵による進行方向変更がないため、終了する。
【００３８】
　Ｓ１４では、視線方向Ｄと顔向き方向Ｆとに基づいて演算されたずれ量Ｇの絶対値が判
定閾値ｋ以下か否か判定する。
　Ｓ１４の判定の結果、ずれ量Ｇの絶対値が判定閾値ｋ以下の場合、Ｓ１５に移行して視
線方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致するか否か判定する。
　Ｓ１５の判定の結果、視線方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致する場合、運転者が顔向き
及び視線を車両Ｖの進行方向に指向させているため、集中度合Ｃを高と判定する（Ｓ１６
）。
　次に、Ｓ１７に移行し、判定閾値Ｔを第３判定閾値Ｔ３に設定して、終了する。
【００３９】
　Ｓ１５の判定の結果、視線方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致しない場合、運転者は漫然
と進行方向以外を視ているため、漫然状態と判定し（Ｓ１８）、Ｓ４に移行する。
　Ｓ１４の判定の結果、ずれ量Ｇの絶対値が判定閾値ｋ超の場合、Ｓ１９に移行して視線
方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致するか否か判定する。
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【００４０】
　Ｓ１９の判定の結果、視線方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致する場合、運転者が視線を
車両Ｖの進行方向に指向させているため、集中度合Ｃを中と判定する（Ｓ２０）。
　次に、Ｓ２１に移行し、判定閾値Ｔを第２判定閾値Ｔ２に設定して、終了する。
　Ｓ１９の判定の結果、視線方向Ｄが車両Ｖの進行方向と一致しない場合、運転者の注意
力が散漫状態であるため、集中度合Ｃを低と判定する（Ｓ２２）。
　次に、Ｓ２３に移行し、判定閾値Ｔを第１判定閾値Ｔ１に設定して、終了する。
【００４１】
　次に、上記運転者状態判定装置１の作用、効果について説明する。
　本運転者状態判定装置１によれば、運転者の顔向き方向Ｆを検出する顔向き方向検出部
７ａと、運転者の視線方向Ｄを検出する視線方向検出部７ｂを有するため、運転者の集中
度合Ｃに関連した視覚誤差の低減動作を検出することができる。
　視線方向検出部７ｂによって検出された視線方向Ｄの顔向き方向Ｆに対するずれ量Ｇが
減少したとき、運転者の集中度合Ｃが増加したと判定する集中度合判定部７ｃを備えたた
め、運転操作に対する運転者の集中度合Ｃを視覚誤差の低減動作をパラメータとして高精
度に判定することができる。
【００４２】
　顔向き方向検出部７ａ及び視線方向検出部７ｂが運転者の顔面を撮像可能な撮像手段を
備えるため、単一の撮像手段で運転者による視覚誤差の低減動作を的確に検出することが
できる。
【００４３】
　次に、前記実施形態を部分的に変更した変形例について説明する。
１〕前記実施形態においては、顔向き方向に対する視線方向のずれ量に基づいて集中度合
を低中高の３段階に分けて判定した例を説明したが、集中度合をずれ量に応じてリニアに
判定しても良い。つまり、集中度合とずれ量は反比例する関係であるため、ずれ量の逆数
を判定閾値の補正係数として使用することにより、リニアに補正された判定閾値を設定す
ることができる。
【００４４】
２〕前記実施形態においては、集中度合とずれ量との反比例現象が発現し易い状況を横加
速度の発生によって判定した例を説明したが、少なくとも進行方向の変更が生じれば良く
、ステアリングホイールの舵角変化を判定タイミング設定に用いても良い。また、直進方
向から左右何れかの旋回方向への進行方向変更のタイミングによって集中度合を判定した
例を説明したが、旋回方向から直進方向への進行方向変更のタイミングによって運転者の
集中度合を判定しても良い。
【００４５】
３〕前記実施形態においては、運転者の集中度合に応じて閾値を変更した車線逸脱支援装
置の例を説明したが、他の運転支援装置、例えば車間距離支援装置に適用しても良い。こ
の場合、同車速であれば、運転者の集中度合が高い程、車間距離を狭くすることができる
。
　また、運転者の集中度合を判定することができるため、種々の装置と併用することがで
きる。例えば、運転者の集中度合が低いとき、運転者の意識を活性化させるために、車外
の新気導入や刺激的な香りを供給することも可能である。
　さらに、運転者の感情等精神状態を向上させる運転支援装置に適用しても良い。
　この場合、例えば匂い・音楽・照明等により運転者の運転意欲や感情を向上させる支援
装置を作動させたとき、集中度合を判定し、期待する集中度合の上昇が得られない場合、
支援装置の制御を変更する等効果の検証やフィードバック制御に適用することができる。
【００４６】
４〕その他、当業者であれば、本発明の趣旨を逸脱することなく、前記実施形態に種々の
変更を付加した形態で実施可能であり、本発明はそのような変更形態も包含するものであ
る。
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【符号の説明】
【００４７】
１　　　　　　　運転者状態判定装置
５　　　　　　　車内ＣＣＤ
７　　　　　　　制御装置
７ａ　　　　　　顔向き方向検出部
７ｂ　　　　　　視線方向検出部
７ｄ　　　　　　集中度合判定部
Ｆ、Ｆ１～Ｆ３　顔向き方向
Ｄ、Ｄ１～Ｄ３　視線方向
Ｇ、Ｇ１～Ｇ３　ずれ量
Ｖ　　　　　　　車両

【図１】 【図２】
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